
 

仕  様  書 

 

１．件 名  中部運輸局自動車交換購入契約 

 

２．条 件 

  「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００

号）」（グリーン購入法）第６条第１項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」（令和７年１月２８日変更閣議決定）に該当する登録自動車で

あること。 

 

３．交換により納入する自動車の性能・諸元等 

 （１）種   類  電動車等※であること。また、低排出ガス車認定制（平成３

０年基準値）により低排出ガス車認定７５％低減レベル以上

であること。 

    ※ここでは、電動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハ

イブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車を指す。 

 （２）条   件  ・国産車であること。 

・令和８年１月１日時点において初度登録年より３年以内

であること。 

           ・走行距離は５万㎞以内であること。 

           ・令和８年８月以降まで車検の有効期間が残っているこ

と。 

           ・修復歴がないこと。 

           ・水害・雹害を受けていないこと。 

           ・走行メーター異常や重大な瑕疵がないこと。 

 （３）車体の形状  ステーションワゴンまたは箱型 

 （４）乗車定員  ５名以上 

 （５）総排気量  １，４００ｃｃ以上 １，８００ｃｃ以下 

 （６）使用燃料  無鉛レギュラーガソリン 

 （７）駆動方式  二輪駆動（ＦＦ） 

 （８）寸   法  全長４．３ｍ以上 ４．６ｍ以下 

           全幅１．８ｍ以下  

           全高２．０ｍ以下 

 （９）車両重量  １，５００㎏以下 

 （10）変 速 機  ＭＴ以外 

 （11）台   数  １台 

 （12）装 備 品  ＡＢＳ 

           運転席・助手席ＳＲＳエアバッグ 



 

           横滑り防止装置                                  

オートエアコン 

           衝突軽減ブレーキ 

 （13）付 属 品  フロアマット 一式 

           ナビゲーションシステム 一式 

          （ＨＤＤ若しくはＳＤメモリー方式、ＥＴＣ２．０対応          

バックモニター付き） 

           ※テレビ受信機能を無効にすること 

           ＥＴＣ車載器（ＥＴＣ２．０対応）カーナビ連動及びセッ

トアップ作業 一式 

           ドライブレコーダー 一式 

 ※設置、セットアップ作業一式含む 

 ※前方と後方を録画できるものであること 

タイヤパンク応急修理キット、三角表示板             

 

 ４．交換により下取りとする自動車 

    車    名  トヨタ プリウス 

    型    式  ＺＡ－ＮＨＷ１１        

    初度登録年月  平成１３年７月 

    走行距離    ８１,５６３ｋｍ（令和７年１２月１１日現在） 

    塗    色  シルバー 

    車検満了日    令和８年７月２２日 

    そ の 他  下取り車の確認を行う場合は、事前に担当職員に連絡し、日

程を調整すること。 

          下取り車は静岡運輸支局下田海事事務所にて管理 

          静岡県下田市三丁目１８－２３ 

 

５．納車期限 令和８年３月１３日（金） 

 

６．納車場所及び下取り車の引渡場所 

   静岡運輸支局下田海事事務所 

   静岡県下田市三丁目１８－２３ 

  ただし、上記場所へ納車及び下取り車の引き取りが困難な場合は担当職員と協

議することができる。 

 

７．検 査 

 （１）検査の時期は、納品が完了し、その旨の通知を受けて行う。 

 （２）数量、品質、規格、性能等について異なることがないか等について検査を行



 

う。 

 （３）無負荷、又は負荷をかけ､適当な操作等を行い、機能の検査を行う。 

 （４）その他､検査職員が必要と認める検査を行う。 

 （５）検査に要する器具及び人員等で検査職員が指定するものについては納入業者

が用意し、これに必要となる費用も納入業者が負担すること。 

 （６）検査の結果､瑕疵が発見された場合は､検査職員と協議の上、速やかに新品と

交換あるいは、無償で修理を行うこと。 

 

８．検査職員 

   検査職員は、契約締結後に別途通知する。 

 

９．取扱説明等 

   納入業者は、自動車納入時に注意事項等の取扱説明を行うこと。 

 

10．下取り車の登録について 

   下取り車は、引渡日より１５日以内に移転抹消登録をし、抹消登録証明書の

写しを担当職員に提出すること。 

 

11．瑕疵担保責任 

   納入から１年以内に、納入自動車に隠れた瑕疵のあることが発見された場合

は、納入業者は当局の請求により、他の良品と引き替えもしくは修理し、又は

その瑕疵によって生じた損害を賠償するものとする。 

 

12．保 証 

   構造上の欠陥等による重大な故障が発生した場合は、納入業者は無償で修理

を行うこと。 

 

13．諸費用について 

 （１）下記の費用は、納入業者が負担するものとする。 

   ア）車庫証明書申請費用（用紙、証紙、代行料を含む） 

   イ）登録代行手数料（用紙を含む） 

   ウ）納車費用 

   エ）下取り費用（下取り車の運送費用含む） 

   オ）その他の手続き費用 

 （２）リサイクル料金を加算した金額を契約金額とする。 

 （３）下取り車に係る預託済みのリサイクル料金については、別途発行する納入告

知書により、所定の期限までに納付するものとする。 

 



 

14．連絡指示事項 

   本仕様書に記載のない事項、その他疑義については担当職員と協議の上、そ

の指示に従うこと。 

 

15. 担当職員 

   中部運輸局総務部会計課 調度係 


